
協議離婚の場合，

は，開庁時間内に事前審査を受けることをおすすめ
します。

変更手続きをしてください。

通 知

調 査 票

補記事項　　有　　無

東灘区役所　☎078-841-4131　灘　区役所　☎078-843-7001　中央区役所　☎078-335-7511　兵庫区役所　☎078-511-2111
北　区役所　☎078-593-1111　北神区役所　☎078-981-5377　長田区役所　☎078-579-2311　須磨区役所　☎078-731-4341
北須磨支所　☎078-793-1212　垂水区役所　☎078-708-5151　西　区役所　☎078-940-9501　

して許可を受


